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頁 該当箇

所 

修正前 修正後 備 

考 

157 解 答 

２ 

○ （法 4条 1項、法 25条、

令 1条 1項 12 号、2項かっこ

書） 現物給与の価額を決定

する社会保険庁長官の権限

は、地方社会保険事務局長へ

委任されている。ただし、社

会保険事務所長へは委任され

ていない。 

× （法 4条 1項、法 25条、

令 1 条 1 項 12 号、2 項かっこ

書） 現物給与の価額は、「厚

生労働大臣が定める」とされ

ている。 

 

 


